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勤
務
時
間
法

規
則
一
五
―
一
四

運
用
通
知
（
職
職
―
三
二
八
）

（
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
け
る
勤

務
）

第
十
三
条

（
略
）

（
超
過
勤
務
を
命
ず
る
際
の
考
慮
）

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
公
務
の
た
め
臨
時
又
は
緊

第
十
六
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
職
員
に
超
過
勤
務
（
勤

急
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
正
規
の
勤
務
時
間

務
時
間
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
命
ぜ
ら

以
外
の
時
間
に
お
い
て
職
員
に
前
項
に
掲
げ
る
勤

れ
て
行
う
勤
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
命
ず
る
場

務
以
外
の
勤
務
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で

合
に
は
、
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
を
害
し
な
い
よ
う
に

き
る
。

考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
の
二

各
省
各
庁
の
長
は
、
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
等
に
超
過
勤
務
を
命
ず
る
場
合
に
は
、
再
任
用

短
時
間
勤
務
職
員
等
の
正
規
の
勤
務
時
間
が
常
時
勤
務

を
要
す
る
官
職
を
占
め
る
職
員
の
正
規
の
勤
務
時
間
よ

り
短
く
定
め
ら
れ
て
い
る
趣
旨
に
十
分
留
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
超
過
勤
務
を
命
ず
る
時
間
及
び
月
数
の
上
限
）

第
十
六
条
の
二
の
二

各
省
各
庁
の
長
は
、
職
員
に
超
過

４

規
則
第
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
各
号
の
「
部
署
」

勤
務
を
命
ず
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員

の
単
位
は
、
原
則
と
し
て
課
若
し
く
は
室
又
は
こ
れ
ら

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
時
間

に
相
当
す
る
も
の
と
す
る
。

及
び
月
数
の
範
囲
内
で
必
要
最
小
限
の
超
過
勤
務
を
命

５

規
則
第
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
⑴
並
び

ず
る
も
の
と
す
る
。

に
第
二
号
イ
、
ハ
及
び
ニ
並
び
に
こ
の
通
知
の
第
十
の

一

次
号
に
規
定
す
る
部
署
以
外
の
部
署
に
勤
務
す
る

第
十
項
⑴
ア
か
ら
ウ
ま
で
及
び
⑵
ア
の
「
一
箇
月
」
と

職
員

次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

は
、
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。

れ
次
に
定
め
る
時
間
及
び
月
数
（
イ
に
あ
っ
て
は
、

６

規
則
第
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
⑵
及
び

時
間
）

ロ
⑴
並
び
に
第
二
号
ロ
及
び
ニ
並
び
に
こ
の
通

イ

ロ
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

次
の
⑴
及
び

知
の
第
十
の
第
十
項
⑴
ウ
の
「
一
年
」
と
は
、

⑵
に
定
め
る
時
間

四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期

⑴

一
箇
月
に
お
い
て
超
過
勤
務
を
命
ず
る
時
間

間
（
人
事
異
動
の
時
期
等
を
考
慮
し
て
円
滑
に

に
つ
い
て
四
十
五
時
間

超
過
勤
務
に
係
る
事
務
処
理
を
行
う
た
め
必
要

⑵

一
年
に
お
い
て
超
過
勤
務
を
命
ず
る
時
間
に

が
あ
る
場
合
に
は
、
各
省
各
庁
の
長
が
定
め
る

つ
い
て
三
百
六
十
時
間

四
月
以
外
の
月
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を

超過勤務に関する法令等（勤務時間法、規則１５－１４、運用通知（職職―３２８））（抄）
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経
過
す
る
ま
で
の
期
間
）
を
い
う
。

７

各
省
各
庁
の
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
一
年
を
四
月

以
外
の
月
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
ま

で
の
期
間
と
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
起

算
す
る
日
を
人
事
院
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

８

職
員
が
府
省
等
（
会
計
検
査
院
、
人
事
院
、
内
閣
官

房
、
内
閣
法
制
局
、
各
府
省
、
デ
ジ
タ
ル
庁
及
び
復
興

庁
、
宮
内
庁
並
び
に
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法

律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に

規
定
す
る
各
機
関
並
び
に
各
外
局
（
同
条
第
一
項
に
規

定
す
る
機
関
を
除
く
。
）
を
い
う
。
第
十
項
⑵
イ
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た
場
合
に
お
い

て
は
、
規
則
第
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
⑴

並
び
に
第
二
号
イ
及
び
ハ
並
び
に
こ
の
通
知
の
第
十
の

第
十
項
⑴
ア
及
び
イ
並
び
に
⑵
ア
の
規
定
の
適
用
に
係

る
当
該
異
動
の
前
後
の
超
過
勤
務
の
時
間
を
通
算
し
て

算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

９

職
員
が
異
動
し
た
場
合
に
は
、
当
該
職
員
に
係
る
異

動
前
の
勤
務
時
間
管
理
員
（
人
事
院
規
則
九
―
五
（
給

与
簿
）
第
三
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
管
理
員
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
当
該
職
員
に
係
る
異
動
後
の

勤
務
時
間
管
理
員
に
規
則
第
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項

各
号
に
規
定
す
る
時
間
又
は
月
数
（
第
十
四
項
及
び
第

十
六
項
に
お
い
て
「
上
限
時
間
等
」
と
い
う
。
）
の
算

定
に
必
要
な
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

ロ

一
年
に
お
い
て
勤
務
す
る
部
署
が
次
号
に
規
定

規
則
第
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
ロ
⑵
の

10

す
る
部
署
か
ら
こ
の
号
に
規
定
す
る
部
署
と
な
っ

「
人
事
院
が
定
め
る
期
間
」
及
び
「
人
事
院
が
定
め
る

た
職
員

次
の
⑴
及
び
⑵
に
定
め
る
時
間
及
び
月

時
間
及
び
月
数
」
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応

数

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
期
間
並
び
に
時
間
及
び
月

⑴

一
年
に
お
い
て
超
過
勤
務
を
命
ず
る
時
間
に

数
（
⑵
に
あ
っ
て
は
、
期
間
及
び
時
間
）
と
す
る
。

つ
い
て
七
百
二
十
時
間

⑴

規
則
第
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定

⑵

イ
及
び
次
号
（
ロ
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る

す
る
部
署
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
他

時
間
及
び
月
数
並
び
に
職
員
の
健
康
及
び
福
祉

律
的
部
署
」
と
い
う
。
）
か
ら
同
条
第
一
項
第
一
号

を
考
慮
し
て
、
人
事
院
が
定
め
る
期
間
に
お
い

に
規
定
す
る
部
署
へ
の
異
動
、
次
項
後
段
の
他
律
的

て
人
事
院
が
定
め
る
時
間
及
び
月
数

部
署
の
範
囲
の
変
更
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
職
員
が

勤
務
す
る
部
署
が
同
号
に
規
定
す
る
部
署
と
な
っ
た
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日
か
ら
当
該
日
が
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の
期
間

（
⑵
に
お
い
て
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）

次
の

ア
か
ら
ウ
ま
で
に
定
め
る
時
間
及
び
月
数

ア

一
箇
月
に
お
い
て
超
過
勤
務
を
命
ず
る
時
間
に

つ
い
て
百
時
間
未
満

イ

一
箇
月
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
に
当
該
各
期

間
の
直
前
の
一
箇
月
、
二
箇
月
、
三
箇
月
、
四
箇

月
及
び
五
箇
月
の
期
間
を
加
え
た
そ
れ
ぞ
れ
の
期

間
に
お
い
て
超
過
勤
務
を
命
ず
る
時
間
の
一
箇
月

当
た
り
の
平
均
時
間
に
つ
い
て
八
十
時
間

ウ

一
年
の
う
ち
一
箇
月
に
お
い
て
四
十
五
時
間
を

超
え
て
超
過
勤
務
を
命
ず
る
月
数
に
つ
い
て
六
箇

月

⑵

特
定
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
第
六
項
に
規
定
す

る
一
年
の
末
日
ま
で
の
期
間

次
の
ア
及
び
イ
に
定

め
る
時
間

ア

一
箇
月
に
お
い
て
超
過
勤
務
を
命
ず
る
時
間
に

つ
い
て
四
十
五
時
間

イ

当
該
期
間
に
お
い
て
超
過
勤
務
を
命
ず
る
時
間

に
つ
い
て
三
十
時
間
に
当
該
期
間
の
月
数
を
乗
じ

て
得
た
時
間
（
府
省
等
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た

こ
と
に
よ
り
規
則
第
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
第

一
号
ロ
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ

た
者
に
超
過
勤
務
を
命
ず
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

三
百
六
十
時
間
か
ら
特
定
期
間
に
お
い
て
当
該
職

員
に
命
じ
た
超
過
勤
務
の
時
間
を
減
じ
て
得
た
時

間
）

二

他
律
的
業
務
（
業
務
量
、
業
務
の
実
施
時
期
そ
の

各
省
各
庁
の
長
は
、
他
律
的
部
署
の
範
囲
を
必
要
最

11

他
の
業
務
の
遂
行
に
関
す
る
事
項
を
自
ら
決
定
す
る

小
限
の
も
の
と
し
、
当
該
範
囲
を
定
め
た
場
合
に
は
、

こ
と
が
困
難
な
業
務
を
い
う
。
）
の
比
重
が
高
い
部

速
や
か
に
職
員
に
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該

署
と
し
て
各
省
各
庁
の
長
が
指
定
す
る
も
の
に
勤
務

範
囲
を
変
更
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

す
る
職
員

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
時
間
及

び
月
数

【
再
掲
】

イ

一
箇
月
に
お
い
て
超
過
勤
務
を
命
ず
る
時
間
に

４

規
則
第
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
各
号
の
「
部
署
」

つ
い
て
百
時
間
未
満

の
単
位
は
、
原
則
と
し
て
課
若
し
く
は
室
又
は
こ
れ
ら

ロ

一
年
に
お
い
て
超
過
勤
務
を
命
ず
る
時
間
に
つ

に
相
当
す
る
も
の
と
す
る
。
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い
て
七
百
二
十
時
間

ハ

一
箇
月
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
に
当
該
各
期

間
の
直
前
の
一
箇
月
、
二
箇
月
、
三
箇
月
、
四
箇

月
及
び
五
箇
月
の
期
間
を
加
え
た
そ
れ
ぞ
れ
の
期

間
に
お
い
て
超
過
勤
務
を
命
ず
る
時
間
の
一
箇
月

当
た
り
の
平
均
時
間
に
つ
い
て
八
十
時
間

ニ

一
年
の
う
ち
一
箇
月
に
お
い
て
四
十
五
時
間
を

超
え
て
超
過
勤
務
を
命
ず
る
月
数
に
つ
い
て
六
箇

月

【
人
事
院
規
則
一
五
―
一
四
―
三
六
】

附

則

（
経
過
措
置
）

２

平
成
三
十
一
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け

る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
一
五
―
一
四
第

十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
（
ハ
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
ハ

中
「
五
箇
月
の
期
間
」
と
あ
る
の
は
、
「
五
箇
月
の

期
間
（
平
成
三
十
一
年
四
月
以
後
の
期
間
に
限

る
。
）
」
と
す
る
。

２

各
省
各
庁
の
長
が
、
特
例
業
務
（
大
規
模
災
害
へ
の

各
省
各
庁
の
長
は
、
特
例
業
務
（
規
則
第
十
六
条
の

12

対
処
、
重
要
な
政
策
に
関
す
る
法
律
の
立
案
、
他
国
又

二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
業
務
を
い
う
。
以
下

は
国
際
機
関
と
の
重
要
な
交
渉
そ
の
他
の
重
要
な
業
務

同
じ
。
）
の
範
囲
を
、
職
員
が
従
事
す
る
業
務
の
状
況

で
あ
っ
て
特
に
緊
急
に
処
理
す
る
こ
と
を
要
す
る
も
の

を
考
慮
し
て
必
要
最
小
限
の
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

と
各
省
各
庁
の
長
が
認
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の

な
い
。

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
従
事
す
る
職
員
に
対
し
、
前

規
則
第
十
六
条
の
二
の
二
第
二
項
の
「
人
事
院
が
定

13

項
各
号
に
規
定
す
る
時
間
又
は
月
数
を
超
え
て
超
過
勤

め
る
期
間
」
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
と
し
、
同
項
の

務
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
同
項

「
人
事
院
が
定
め
る
場
合
」
は
、
当
該
期
間
の
区
分
に

（
当
該
超
え
る
こ
と
と
な
る
時
間
又
は
月
数
に
係
る
部

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
人
事
院
が

⑴

規
則
第
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
⑴
及

定
め
る
期
間
に
お
い
て
特
例
業
務
に
従
事
し
て
い
た
職

び
第
二
号
イ
並
び
に
こ
の
通
知
の
第
十
の
第
十
項
⑴

員
に
対
し
、
同
項
各
号
に
規
定
す
る
時
間
又
は
月
数
を

ア
及
び
⑵
ア
に
規
定
す
る
１
箇
月

当
該
期
間
に
お

超
え
て
超
過
勤
務
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
と
し
て

い
て
、
職
員
が
特
例
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
が
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人
事
院
が
定
め
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る

時
間
を
超
え
て
超
過
勤
務
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
と

き
。

⑵

規
則
第
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
ハ
及
び

こ
の
通
知
の
第
十
の
第
十
項
⑴
イ
に
規
定
す
る
一
箇

月
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
に
当
該
各
期
間
の
直
前

の
一
箇
月
、
二
箇
月
、
三
箇
月
、
四
箇
月
及
び
五
箇

月
の
期
間
を
加
え
た
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間

当
該
期
間

の
い
ず
れ
か
に
お
い
て
、
職
員
が
特
例
業
務
に
従
事

し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
従
事

し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
期
間
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
規

定
に
規
定
す
る
時
間
を
超
え
て
超
過
勤
務
を
命
ず
る

必
要
が
あ
る
と
き
。

⑶

規
則
第
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
⑵
及

び
ロ
⑴
並
び
に
第
二
号
ロ
及
び
ニ
並
び
に
こ
の
通
知

の
第
十
の
第
十
項
⑴
ウ
に
規
定
す
る
一
年

当
該
期

間
に
お
い
て
、
職
員
が
特
例
業
務
に
従
事
し
て
い
た

こ
と
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規

定
す
る
時
間
又
は
月
数
を
超
え
て
超
過
勤
務
を
命
ず

る
必
要
が
あ
る
と
き
。

⑷

第
十
項
⑵
に
規
定
す
る
期
間

当
該
期
間
に
お
い

て
、
職
員
が
特
例
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
が
あ

る
場
合
で
あ
っ
て
、
同
項
⑵
イ
に
規
定
す
る
時
間
を

超
え
て
超
過
勤
務
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
と
き
。

各
省
各
庁
の
長
は
、
規
則
第
十
六
条
の
二
の
二
第
二

14
項
の
規
定
に
よ
り
、
上
限
時
間
等
を
超
え
て
職
員
に
超

過
勤
務
を
命
ず
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
命

ぜ
ら
れ
た
超
過
勤
務
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
（
次
項
及
び
第
十

六
項
に
お
い
て
「
特
例
超
過
勤
務
」
と
い
う
。
）
で
あ

る
こ
と
を
職
員
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

特
例
業
務
の
処
理
に
要
す
る
時
間
を
あ
ら
か
じ
め
見
込

み
難
い
た
め
上
限
時
間
等
を
超
え
て
超
過
勤
務
を
命
ず

る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る
こ
と
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
職
員
に
あ
ら
か
じ
め

通
知
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
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な
い
。

前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
は
、
各
省
各
庁
の

15
長
は
、
事
後
に
お
い
て
速
や
か
に
特
例
超
過
勤
務
で
あ

る
こ
と
を
職
員
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

各
省
各
庁
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
項

規
則
第
十
六
条
の
二
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
超
過

16

各
号
に
規
定
す
る
時
間
又
は
月
数
を
超
え
て
職
員
に
超

勤
務
に
係
る
要
因
の
整
理
、
分
析
及
び
検
証
（
次
項
に

過
勤
務
を
命
ず
る
場
合
に
は
、
当
該
超
え
た
部
分
の
超

お
い
て
「
整
理
分
析
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
に
当
た

過
勤
務
を
必
要
最
小
限
の
も
の
と
し
、
か
つ
、
当
該
職

っ
て
は
、
上
限
時
間
等
を
超
え
て
超
過
勤
務
を
命
ぜ
ら

員
の
健
康
の
確
保
に
最
大
限
の
配
慮
を
す
る
と
と
も

れ
た
職
員
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
、
所
属
部
署
、
氏

に
、
当
該
超
過
勤
務
を
命
じ
た
日
が
属
す
る
当
該
時
間

名
、
特
例
超
過
勤
務
を
命
じ
た
月
又
は
年
に
お
け
る
超

又
は
月
数
の
算
定
に
係
る
一
年
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起

過
勤
務
の
時
間
又
は
月
数
及
び
当
該
月
又
は
年
に
係
る

算
し
て
六
箇
月
以
内
に
、
当
該
超
過
勤
務
に
係
る
要
因

上
限
時
間
等
、
当
該
職
員
が
従
事
し
た
特
例
業
務
の
概

の
整
理
、
分
析
及
び
検
証
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

要
並
び
に
人
員
配
置
又
は
業
務
分
担
の
見
直
し
等
に
よ

い
。

っ
て
も
同
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
回
避
す
る
こ
と

４

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
に
超
過
勤
務

が
で
き
な
か
っ
た
理
由
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

を
命
ず
る
場
合
に
お
け
る
時
間
及
び
月
数
の
上
限
に
関

い
。

し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
院
が
定
め
る
。

各
省
各
庁
の
長
は
、
適
切
に
情
報
を
収
集
し
た
上

17
で
、
整
理
分
析
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

各
省
各
庁
の
長
は
、
業
務
量
の
削
減
又
は
業
務
の
効

18
率
化
に
取
り
組
む
な
ど
、
超
過
勤
務
の
縮
減
に
向
け
た

適
切
な
対
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
超
勤
代
休
時
間
）

（
超
勤
代
休
時
間
の
指
定
）

第
十
三
条
の
二

各
省
各
庁
の
長
は
、
一
般
職
の
職

第
十
六
条
の
三

勤
務
時
間
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の

員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

人
事
院
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
給
与
法
第
十
六
条
第

第
九
十
五
号
）
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

三
項
に
規
定
す
る
六
十
時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
全
時

超
過
勤
務
手
当
を
支
給
す
べ
き
職
員
に
対
し
て
、

間
に
係
る
月
（
次
項
に
お
い
て
「
六
十
時
間
超
過
月
」

人
事
院
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
超

と
い
う
。
）
の
末
日
の
翌
日
か
ら
同
日
を
起
算
日
と
す

過
勤
務
手
当
の
一
部
の
支
給
に
代
わ
る
措
置
の
対

る
二
月
後
の
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

象
と
な
る
べ
き
時
間
（
以
下
「
超
勤
代
休
時
間
」

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
勤
務
時
間
法
第
十
三
条
の
二
第

と
い
う
。
）
と
し
て
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
期

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
超
勤
代
休
時
間
（
同
項
に
規
定

間
内
に
あ
る
勤
務
日
等
（
第
十
五
条
第
一
項
に
規

す
る
超
勤
代
休
時
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
指
定

定
す
る
休
日
及
び
代
休
日
を
除
く
。
）
に
割
り
振

す
る
場
合
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
あ
る
勤

ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
又
は
一
部
を
指
定
す
る

務
日
等
（
休
日
及
び
代
休
日
（
勤
務
時
間
法
第
十
五
条

こ
と
が
で
き
る
。

第
一
項
に
規
定
す
る
代
休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
超
勤
代
休
時
間
を
指
定
さ

を
除
く
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
割
り
振
ら
れ
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れ
た
職
員
は
、
当
該
超
勤
代
休
時
間
に
は
、
特
に

た
勤
務
時
間
の
う
ち
、
超
勤
代
休
時
間
の
指
定
に
代
え

勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
正

よ
う
と
す
る
超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
係
る
六
十
時
間

規
の
勤
務
時
間
に
お
い
て
も
勤
務
す
る
こ
と
を
要

超
過
月
に
お
け
る
給
与
法
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
の

し
な
い
。

適
用
を
受
け
る
時
間
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
項
に
お

い
て
「
六
十
時
間
超
過
時
間
」
と
い
う
。
）
の
次
の
各

号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
間

数
の
時
間
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一

給
与
法
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
勤
務

に
係
る
時
間
（
次
号
に
掲
げ
る
時
間
を
除
く
。
）

当
該
時
間
に
該
当
す
る
六
十
時
間
超
過
時
間
の
時
間

数
に
百
分
の
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
時
間
数

二

育
児
休
業
法
第
十
六
条
（
育
児
休
業
法
第
二
十
二

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二

十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
給
与
法
第

十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る

七
時
間
四
十
五
分
に
達
す
る
ま
で
の
間
の
勤
務
に
係

る
時
間

当
該
時
間
に
該
当
す
る
六
十
時
間
超
過
時

間
の
時
間
数
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
時
間
数

三

給
与
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
勤
務

に
係
る
時
間

当
該
時
間
に
該
当
す
る
六
十
時
間
超

過
時
間
の
時
間
数
に
百
分
の
十
五
を
乗
じ
て
得
た
時

間
数

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
指
定
は
、
四
時
間
又

は
七
時
間
四
十
五
分
（
年
次
休
暇
の
時
間
に
連
続
し
て

超
勤
代
休
時
間
を
指
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

年
次
休
暇
の
時
間
の
時
間
数
と
当
該
超
勤
代
休
時
間
の

時
間
数
を
合
計
し
た
時
間
数
が
四
時
間
又
は
七
時
間
四

十
五
分
と
な
る
時
間
）
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
と
す

る
。

４

各
省
各
庁
の
長
は
、
勤
務
時
間
法
第
十
三
条
の
二
第

規
則
第
十
六
条
の
三
第
四
項
の
「
連
続
す
る
勤
務
時

19

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
一
回
の
勤
務
に
割
り
振
ら
れ
た

間
」
に
は
、
休
憩
時
間
を
は
さ
ん
で
引
き
続
く
勤
務
時

勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
い
て
超
勤
代
休
時
間
を
指
定
す

間
が
含
ま
れ
る
。

る
場
合
に
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
あ
る
勤

務
日
等
の
始
業
の
時
刻
か
ら
連
続
し
、
又
は
終
業
の
時

刻
ま
で
連
続
す
る
勤
務
時
間
に
つ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
各
省
各
庁
の
長
が
、
業
務
の
運
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営
並
び
に
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
を
考
慮
し
て
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５

各
省
各
庁
の
長
は
、
職
員
が
あ
ら
か
じ
め
超
勤
代
休

規
則
第
十
六
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
超
勤
代
休

20

時
間
の
指
定
を
希
望
し
な
い
旨
申
し
出
た
場
合
に
は
、

時
間
の
指
定
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
は
、
超
勤
代
休

超
勤
代
休
時
間
を
指
定
し
な
い
も
の
と
す
る
。

時
間
の
指
定
前
に
行
う
も
の
と
す
る
。

６

各
省
各
庁
の
長
は
、
勤
務
時
間
法
第
十
三
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
措
置
が
六
十
時
間
超
過
時
間
の
勤
務

を
し
た
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
に
特
に
配
慮
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
前
項
に
規
定
す
る

場
合
を
除
き
、
当
該
職
員
に
対
し
て
超
勤
代
休
時
間
を

指
定
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

７

超
勤
代
休
時
間
の
指
定
の
手
続
に
関
し
必
要
な
事
項

勤
務
時
間
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

21

は
、
人
事
院
が
定
め
る
。

く
超
勤
代
休
時
間
の
指
定
は
、
超
勤
代
休
時
間
指
定
簿

に
よ
り
、
そ
の
指
定
に
代
え
よ
う
と
す
る
超
過
勤
務
手

当
の
支
給
に
係
る
六
十
時
間
超
過
月
の
末
日
の
直
後
の

俸
給
の
支
給
定
日
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。

超
勤
代
休
時
間
指
定
簿
の
様
式
は
別
紙
第
一
の
四
の

22
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
紙
第
一
の
四
の
様
式
に

記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
が
す
べ
て
含
ま
れ

て
い
る
場
合
に
は
、
各
省
各
庁
の
長
は
、
別
に
様
式
を

定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

超
勤
代
休
時
間
指
定
簿
は
、
一
の
超
勤
代
休
時
間
ご

23
と
に
一
部
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
必
要
に

応
じ
て
、
複
数
の
超
勤
代
休
時
間
に
つ
い
て
同
一
の
超

勤
代
休
時
間
指
定
簿
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。


